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園庭の木々も芽吹き始め、園庭のセイヨウミザクラは満開を迎え、これ

からも春の訪れを初めに様々な季節を感じていきたいと思っています。 

今年度は、新型コロナウイルスの影響もあり、4 月からの支援事業に関

しては、現在お休みさせて頂いている状況です。再開できるようになりま

したら、改めてお知らせしていきます。 

今年度も、キラキラデーや喫茶店の新メニューなど、親子で楽しめる企

画を考えていますので、ぜひ保育園に遊びに来て下さい！ 

 

☆園庭開放について☆ 

4 月はコロナウイルスの影響の為、休業しています 

～再開となりましたら、おたよりやホームページに掲載いたします～ 

保育園では園庭開放を行っています。滑り台や砂場、三輪車、虫探し等、様々

な遊びを楽しむことが出来ます！春の心地良い陽気の中、保育園の園庭で好きな

遊びを見つけてみては？ 

【開放時間】 ９：３０～1６：００ 

【注意事項】 ☆事前の申し込みは必要ありません。 

☆保育園のインターホンを押し、「園庭開放に来ました」とお話し下さい。

受付のノートに名前を記入し、名札を付けてから遊んで下さい。 

☆雨天時、園庭の状態が悪い時（水溜りなど）には園庭開放は行いません。

園庭開放を行っているかどうかはお電話で確認できます。 

 

Kids cafe 空飛ブ鯨堂 
  「Kids café 空飛ブ鯨堂」は、地域の子育てをしている保護者の方が子ど

も達と一緒に利用できる喫茶店です。日頃の忙しさから少し抜け出して、楽し

くほっとする一時を過ごしてみませんか？喫茶店には栄養士や保育士がいま

すので、育児や食事の悩み等がありましたら、お気軽に相談して下さい。ママ

友同士の参加はもちろん、一組でのご来店も大歓迎です！ 

 

☆喫茶店の利用について☆ 

♪営業日♪ … 火曜日～金曜日 10:30～16:30（ラストオーダー16:00） 

         ４月は休業になります。再開となりましたら、おたよりやホームページ
に掲載いたしますので、その際にはぜひお越しください！ 

♪ご利用方法♪ … 保育園のインターホンを押し、「喫茶店に来ました」とお話し

下さい。職員がご案内致します。 

また、電話で席の予約をすることができますので、来店す

る日や時間がお決まりの時はぜひお電話下さい。 

※喫茶店がお休みの時でも育児相談は受付けていますので、 

いつでもご相談ください♪ 

 

～お気軽にご相談下さい～ 

     お子さんの成長や発達、育児の悩み、不安等があれば、お気軽にご相談下

さい。保育園に来園された際はもちろん、お電話でも構いません。ご要望が

あれば、ゆっくり時間をとることもできますので、お声掛け下さい。 

           育児相談受付時間・・・９：００～１８：００ 

          電話番号   ・・・０２２－７４８－０３８３ 

 

 

★ 



《 お問い合わせ 》 

長町自由の星保育園 仙台市太白区長町４－７－１５   

〈電話〉０２２―７４８－０３８３ 〈時間〉７：３０～１８：００   

 

 

～ホットケーキミックス deカップケーキを作る～ 

お菓子作りは最高の遊び！お子さんと一緒に作ってみてはいかがですか？ 

１．卵 1 個を泡だて器でかき混ぜた後、溶かしバター40g をよく混ぜます。 

２．ホットケーキミックス 200gを入れよく混ぜます。 

３．生地が出来上がったらカップの 7 分目程まで生地を入れます。 

４．170℃に熱したオーブンで 20 分程度焼くと出来上がりです。 

５．膨らんで真ん中に竹串をさして生地がくっつかなかったら完成です！ 

干しブドウやチョコチップなどお好みのものを用意して、オリジナルカップケ

ーキを作ってみるのもおすすめ！オーブンがなかったらレンジでも代用OK。 

ホットケーキミックスは、常備しておくとなにかと便利ですよ。 

 

〈♪５月のキラキラデー 紹介♪〉 

★８日（金）誕生会に参加して、5月生まれのお友達をお祝いしよう🎂＆ 

ピクニックをしよう🎒 （対象年齢０～５歳児，定員２０組） 

★２８日（火）離乳食講座：離乳食・幼児食ってどのように進めるの？ 

       育児講座：乳児が喜ぶ絵本・ふれあい遊び特集    

（対象年齡 0～１歳児，定員１２組） 

 キラキラデー開催に関しては、今現在未定になっております 

今後の開催の見通しが立ちましたら、おたよりやホームページにて 

お知らせ致しますので、ご確認いただければと思います。 

 

★一時預かり事業について★ 

断続的な保護者の就労や職業訓練等，または保護者の病気や介護等によ

り家庭での保育が困難となる児童を保育所で保育する制度です。 

【利用できる児童】 健康な生後５ヶ月以上の就学前の児童 

 

（0 歳児は５ヶ月となった月の翌月 1 日より利用可能となります。） 

【事業内容】 

・非定型保育 

    保護者の就労、職業訓練、就業等により、月６４時間未満を限定として

断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業 

・緊急保育 

    保護者の疾病、災害、事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にや

むを得ない事由により、緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対す

る保育サービス事業 

・私的理由による保育 

    保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由によ

り、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業 

・継続的利用保育 

    保護者の就労、職業訓練、就労等により、月６４時間以上家庭保育が困

難となる児童に対する保育サービス事業 

 

【保育時間】 平日〈7:30～18:00〉土曜〈7:30～18:00〉  

※土曜日は就労・就学の方のみ＜7:30～12:45＞となっています。 

☆利用の際は、事前に登録が必要です。登録にあたっての面接が必要と

なりますので、保育園にお問い合わせ下さい。 

 

 

 


